
曜日 事業名 研修会名 趣旨・概要 対象者 定員（人） 開催方法 会場

火 放課後子ども教室・えひめ未来塾指導者研修会 放課後子ども教室及びえひめ未来塾の指導者等の資質向上
放課後子ども教室・えひめ未来塾・土曜教育活動・放課後児童クラブ関係者、市町教
育委員会担当者　等

80 ハイブリッド 松前町総合文化センター

土 地域学校協働活動推進員等研修会 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーターを含む）の資質向上 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）、地域ぐるみ事業関係者　等 60 ハイブリッド 愛媛県生涯学習センター

第１回家庭教育支援ステップアップ研修 対面
エスポワール愛媛
文教会館（予定）

― 第２回家庭教育支援ステップアップ研修 オンデマンド －

第３回家庭教育支援ステップアップ研修 対面
エスポワール愛媛
文教会館（予定）

家庭教育支援実践交流会
ＮＰＯ法人や子育て支援団体等と各市町担当者のマッチングにより、新たな家庭
教育支援チームの組織化を促進する。

家庭教育支援者養成講座受講者、地域ぐるみで育むえひめっ子未来創造事業関係
者、市町行政職員、ＮＰＯ法人関係者、子育て支援団体関係者　等

50 ハイブリット
エスポワール愛媛
文教会館（予定）

地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的な取組推進研修会
地域と学校双方向の連携・協働について理解を深め、事業の効果的な推進へとつ
なげる。

教職員、学校運営協議会委員、地域学校協働活動推進員等、事業関係者者、市町担当者、社会
教育関係団体関係者 100 対面

エスポワール愛媛
文教会館（予定）

放課後児童対策指導者研修会
放課後子ども教室及び放課後児童クラブの「校内交流型」「連携型」の推進及び指
導者の資質向上

放課後子ども教室・えひめ未来塾・放課後児童クラブ関係者　等 100 対面 にぎたつ会館（予定）

市町教育委員会生涯学習・社会教育関係職員等研修会（社会教
育ベーシック研修）

生涯学習・社会教育学習に関する基礎的・基本的な知識の習得、事業実施に係る
企画・立案演習

市町教育委員会職員、社会教育士、社会教育主事、社会教育主事有資格者、公民
館関係者　等

30 対面
県生涯学習センター
又は県庁第二別館
（予定）

金
愛媛県社会教育主事等研修会（社会教育士フォローアップ研修）
①

20 対面 県庁第二別館（予定）

愛媛県社会教育主事等研修会（社会教育士フォローアップ研修）
②

20 対面 東温市

愛媛県社会教育主事等研修会（社会教育士フォローアップ研修）
③

20 対面 県庁第二別館（予定）

愛媛県社会教育主事等研修会（社会教育士フォローアップ研修）
④

20 対面 県庁第二別館（予定）

第１回「多世代交流推進インストラクター」養成講座

土
第２回「多世代交流推進インストラクター」養成講座
「体験フェスティバル　in 交流の家」への参加

第３回「多世代交流推進インストラクター」養成講座
エスポワール愛媛
文教会館（予定）

曜日 主催 研修会名 趣旨・概要 対象者 定員（人） 開催方法 会場

金
県社会教育
委員連絡協
議会

愛媛県社会教育研究大会

県内各地から、社会教育委員をはじめ教育委員会関係者、学校教育関係者及び
社会教育団体関係者等が一堂に集い、地域と学校の連携・協働体制の構築等、
これからの地域社会に望まれる学校教育を含めた生涯学習・社会教育の在り方
について、具体的、実践的な研究協議を行うとともに、今後の活動に向けた関係
構築を図る。

社会教育委員、市町教育委員会職員、社会教育関係者、学校教育関係者、福祉関
係者、企業関係者　等

300 対面 県生涯学習センター（予定）

主催 備考

地方会場
定員30名

大
学

定員40名

大
学

定員50名
平日：オンライン講義

休日：対面型集中講義

７月２４日金曜日～
　　８月９日日曜日

令和８年社会教育主事講習(鳴門教育大学）
通知：５月１日
提出期限：６月１日
※募集終了

令和８年度　愛媛県教育委員会事務局社会教育課　研修会・社会教育主事講習等計画一覧（R8.5.18現在）

事業別

◆研修会（予定）

月日

◆各研修会等の案内については、各事業ページにて随時お知らせします。

８月下旬

７月上旬

６月16日

7月４日

8月～10月

11月下旬

50
家庭教育支援者養成講座受講者、地域ぐるみで育むえひめっ子未来創造事業関係
者、社会教育関係団体関係者、市町教育委員会職員、ＮＰＯ法人関係者、子育て支
援関係者、企業関係者　等

支援活動の企画・運営、関係機関・団体等への連携を担うことができる地域人材
の資質向上を図る。

11月下旬

10月上旬

12月中旬

地域ぐるみ

社会教育主事（有資格者を含む）、社会教育士　等

国立大洲青少年交流の家

40

※令和７年度「多世代交流推進インストラクター」養成講座受講者がメイン
公民館関係者、愛護班関係者、PTA関係者、放課後子ども教室・土曜教育活動指導
者、地域学校協働活動推進員（地域コーディネータ－）、地域教育プロデューサー、
地域教育協力隊、社会福祉協議会関係者、元教職員、地域活動に関心のある者
等

通知：未定
提出期限：未定

◆社会教育主事講習（予定）

７月～８月

◆社会教育研究大会（予定）

８月下旬

10月17日
・大人と子どもが一体となって活躍する地域活動を創出できる人材の育成
・「多世代交流推進インストラクター」のネットワーク構築

対面

7月31日

12月上旬

社会教育研修

多世代

社会教育主事及び社会教育士等の継続的な学習の機会の確保、社会教育人材
のネットワークの構築

11月上旬

９月上旬

７月18日土曜日～
　　１月23日土曜日

令和８年社会教育主事講習(島根大学）
通知：４月10日
提出期限：５月24日
※募集終了

月日

11月27日

社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー

７月10日金曜日～
　８月28日金曜日

令和８年度社会教育主事講習［Ａ］
　通常コース：７月10日
　　　　　　　　　　　　～８月20日※集合：８月12日～８月20日
　オンラインコース：７月10日
　　　　　　　　　　　～８月28日※８月８日～８月23日除く

社会教育法第９条の５の規定及び社会教育主事講習等規程に基づき、文部科学大臣から委嘱を受け、社会教育主事となりうる資格を付与すること、及び社会教育に携
わる専門的職員等の資質向上を目的とした講習を実施するもの。
［受講資格］（社会教育主事講習等規程第２条）
１号　大学に２年以上在学し、６２単位以上を習得した者
　　　　　　（短期大学を卒業した者も可とする。）
２号　教育職員の普通免許状を有する者
３号　学校教育法施行規則第155号第２項各号のいずれかに該当する者
４号　２年以上社会教育に関する職にあった者
５号　４年以上教育に関する職にあった者
６号　前各号に相当するものとして文部科学大臣の認める者

［科目］
生涯学習概論、社会教育経営論、生涯学習支援論、社会教育演習

通知：４月17日
提出期限：５月７日
※募集終了

日程 講習名 趣旨・受講資格等
実施案内
申込期限

（県教育委員会提出）

１月12日火曜日～
　　２月17日水曜日

令和８年度社会教育主事講習［Ｂ］
　eラーニング・ライブ配信：１月12日～２月５日
　集合：２月８日～２月17日★地方会場（県生涯学習センター他）


